






放課後児童クラブ利用料軽減事業の
お手続きが変更になりました

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

　学童保育利用料の軽減助成を受けるためには、下
記対象児童の保護者から利用料軽減助成金交付台帳
への登録申請が毎年必要となります。登録者の中で
交付対象となった方に対し、３月利用料の確定後５月
末までに登録口座に助成金が振り込まれます。
　令和５年度の利用料助成を希望される場合は、役
場民生児童課へ必要書類を添えて交付台帳登録申請
書を提出してください。今年度の申請期限は、下記
の通りです。

①　対象児童　　上板町内の放課後児童クラブ利用者で、生活保護世帯の児童または
　　　　　　　非課税世帯でひとり親家庭の児童（基準は令和４年度町民税）

②　対 象 月　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料
③　軽減内容　　１．生活保護世帯の児童　……………………　利用料全額
　　　　　　　２．非課税世帯のひとり親家庭の児童　……　利用料の１／２
　　　　　　　（利用料には、おやつ代及び実費徴収分は含まれません。）

④　申請方法　　対象と思われる保護者は、申請書に記入し次の書類を添付して、直接役場民生児童課へ提出してください。
　　　　　　　１．申請者（保護者）の通帳の見開き部分の写し（金融機関名、口座番号、カナ氏名のわかる部分）
　　　　　　　２．ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している場合は証書番号のわかる部分の写し
　　　　　　　３．保護者の方（父、母）が令和４年１月１日現在、上板町に転入されていなかった場合は、令和４年度

課税証明書が必要になります。

⑤　申請期限　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料軽減のための台帳登録申請期限は、令和６年１月31日（水）です。
申請期限以降に対象となる場合は、民生児童課にお問い合わせください。

交 付 対 象 者 決 定 令和６年２月中旬頃

各学童に利用状況確認 令和６年３月下旬頃

利用実績確定及び助成決定 年度実績確認後速やかに決定

⬇

⬇

⬇

⬇

台 帳 登 録 申 請 令和６年１月31日（水）
申請の流れ【令和５年度の利用料軽減を受ける場合】

令和６年５月中助 成 金 支 給

❶ 光　食　品　（株）　健診わくわくキャンペーン向け詰め合わせセット
　　　　　　　 　　　有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　　　　　　　　　 有機ミートソース 140ｇ×4袋
❷ 日本酪農協同（株）　毎日牛乳200㎖×24個
❸ （一社）ジャパンブルー上板　 藍染巾着１つ

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　国民健康保険係　　☎０８８－６９４－６８１０

上板町国民健康保険加入者で40歳～74歳の方へ

医療機関で受診される方は医療機関へ直接ご予約下さい。
初めての健診の方（直近２年間で特定健康診査の受診歴がない方）は、町内企業３社いずれかの商品が
必ずもらえる「健診受けて得しちゃお♪健診わくわくキャンペーン」も実施していますので、この機会に
是非受診してみてくださいね。詳しくは、上板町役場　健康推進課までお問い合わせください。

10,000円相当の健診が令和５年度特定健康診査の
受診券の有効期限は

受診券が必要になります
再発行可能です

※ただし昭和23年10月１日～昭和24年１月31日生まれの方は、
　有効期限が75歳の誕生日の前日となっております

対象
商品

❷ ❸❶

受診できます
1,000円で

令和６年１月31日です！

☎０８８－６９４－６８１０受診券の再発行など
お問い合わせは健康推進課
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放課後児童クラブ利用料軽減事業の
お手続きが変更になりました

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

　学童保育利用料の軽減助成を受けるためには、下
記対象児童の保護者から利用料軽減助成金交付台帳
への登録申請が毎年必要となります。登録者の中で
交付対象となった方に対し、３月利用料の確定後５月
末までに登録口座に助成金が振り込まれます。
　令和５年度の利用料助成を希望される場合は、役
場民生児童課へ必要書類を添えて交付台帳登録申請
書を提出してください。今年度の申請期限は、下記
の通りです。

①　対象児童　　上板町内の放課後児童クラブ利用者で、生活保護世帯の児童または
　　　　　　　非課税世帯でひとり親家庭の児童（基準は令和４年度町民税）

②　対 象 月　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料
③　軽減内容　　１．生活保護世帯の児童　……………………　利用料全額
　　　　　　　２．非課税世帯のひとり親家庭の児童　……　利用料の１／２
　　　　　　　（利用料には、おやつ代及び実費徴収分は含まれません。）

④　申請方法　　対象と思われる保護者は、申請書に記入し次の書類を添付して、直接役場民生児童課へ提出してください。
　　　　　　　１．申請者（保護者）の通帳の見開き部分の写し（金融機関名、口座番号、カナ氏名のわかる部分）
　　　　　　　２．ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している場合は証書番号のわかる部分の写し
　　　　　　　３．保護者の方（父、母）が令和４年１月１日現在、上板町に転入されていなかった場合は、令和４年度

課税証明書が必要になります。

⑤　申請期限　　令和５年４月分～令和６年３月分の利用料軽減のための台帳登録申請期限は、令和６年１月31日（水）です。
申請期限以降に対象となる場合は、民生児童課にお問い合わせください。

交 付 対 象 者 決 定 令和６年２月中旬頃

各学童に利用状況確認 令和６年３月下旬頃

利用実績確定及び助成決定 年度実績確認後速やかに決定

⬇

⬇

⬇

⬇

台 帳 登 録 申 請 令和６年１月31日（水）
申請の流れ【令和５年度の利用料軽減を受ける場合】

令和６年５月中助 成 金 支 給

❶ 光　食　品　（株）　健診わくわくキャンペーン向け詰め合わせセット
　　　　　　　 　　　有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　　　　　　　　　 有機ミートソース 140ｇ×4袋
❷ 日本酪農協同（株）　毎日牛乳200㎖×24個
❸ （一社）ジャパンブルー上板　 藍染巾着１つ

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　国民健康保険係　　☎０８８－６９４－６８１０

上板町国民健康保険加入者で40歳～74歳の方へ

医療機関で受診される方は医療機関へ直接ご予約下さい。
初めての健診の方（直近２年間で特定健康診査の受診歴がない方）は、町内企業３社いずれかの商品が
必ずもらえる「健診受けて得しちゃお♪健診わくわくキャンペーン」も実施していますので、この機会に
是非受診してみてくださいね。詳しくは、上板町役場　健康推進課までお問い合わせください。

10,000円相当の健診が令和５年度特定健康診査の
受診券の有効期限は

受診券が必要になります
再発行可能です

※ただし昭和23年10月１日～昭和24年１月31日生まれの方は、
　有効期限が75歳の誕生日の前日となっております

対象
商品

❷ ❸❶

受診できます
1,000円で

令和６年１月31日です！

☎０８８－６９４－６８１０受診券の再発行など
お問い合わせは健康推進課
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※マイナポータル連携には「マイナンバーカード」「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」等事前準備が必要です。
※「給与の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先が e-Tax で給与所得の源泉徴収票を提出して
いることが必要です。

自宅からスマートフォンやパソコンを使って申告書を送信！

● お問い合わせ ●　　鳴門税務署　　☎０８８－６８５－４１０１

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
から、画面の案内に従って金額などを入力するだけ！
《作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ》
　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク　　☎0570－01－5901
　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
　（休祝日及び12月29日～１月３日を除きます。）

《申告内容に関するお問い合わせ》
　ご質問を入力していただければ、AIを活用し
　た「税務職員ふたば」がお答えします。

～ご自宅でいつでも申告を♪～

作成コーナー

【確定申告書等
作成コーナー】
はこちらから

【チャットボット「ふたば」への
　ご相談はこちら！】

マイナポータル連携※によりスマホ申告が、さらに便利に♪

確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です！

● マイナポータル経由で、申告に必要な控除証明書等のデータを一括取得し、
　 確定申告書の該当項目へ自動入力ができます！
【収入関係】
　給与所得の源泉徴収票※
　公的年金の源泉徴収票
　株式の特定口座

【控除関係】
　医療費・ふるさと納税
　生命保険・地震保険
　社会保険・iDeCo・小規模企業共済掛金
　住宅ローン控除関係

◇　開 設 期 間：２月16日（金）～３月15日（金）（土・日・祝日を除く。）
◇　相談受付時間：8：30～16：00（相談開始　9：00～）※　書類提出受付：8：30～17：00 

※申告書等の提出のみであれば、入場整理券は不要です。

《所得税等の確定申告会場》

《入場整理券の入手方法は・・・》

又は
⇦友だち追加はこちらから！
オンラインで事前発行 確定申告会場で当日配布

スマホで 確 定申告！スマホで 確 定申告！

税務職員
ふたば

鳴 門 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

2024（令和 6）年 1月 1日　●　6
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所

得
に
お
い
て
、
課
税
方
式
を
所
得
税
と
住
民
税
と
で
異
な
る

課
税
方
式
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。（
所

得
税
で
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
や
譲
渡
所
得
等
を
確
定

申
告
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
所
得
は
住
民
税
に
お
い
て
も
総

所
得
金
額
等
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。）

　
ま
た
、
住
民
税
上
の
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
へ
の

適
用
や
非
課
税
判
定
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料
な
ど
の
算
定
、各
種
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
税
務
課　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
７

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
や

譲
渡
所
得
等
な
ど
の
課
税
方
式

が
統
一
さ
れ
ま
す

　
森
林
整
備
等
に
必
要
な
地
方
財
政
を
安
定
的
に
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
森
林
環
境
税
お
よ
び
森
林
環
境
譲
与
税
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

　
森
林
環
境
税
は
国
税
で
す
が
、
令
和
６
年
度
か
ら
個
人
住

民
税
・
県
民
税
（
個
人
住
民
税
）
の
均
等
割
と
併
せ
て
１
人

年
額
１
、０
０
０
円
を
町
が
徴
収
し
ま
す
。

　
な
お
、
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
す
る
防
災
の
た
め
の
施

策
財
源
と
し
て
、
平
成
26
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
・
県
民
税

（
個
人
住
民
税
）
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円
、
計
１
、０
０
０
円
が

加
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
５
年
度
で
終
了
す
る
た
め
、

令
和
６
年
度
以
降
の
均
等
割
額
は
同
じ
で
す
。（
令
和
５
年

度
ま
で
と
令
和
６
年
度
以
降
の
均
等
割
は
同
額
で
す
。）

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
税
務
課　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
７

森
林
環
境
税
に
つ
い
て

● お問い合わせ ●　　上板町役場　税務課　　☎０８８−６９４−６８０７

1　令和６年１月１日現在、上板町に住所が
ある方で、前年中（令和５年１月１日～
令和５年12月31日）に所得のあった方

2　給与所得者で次に該当する方
　　⑴　給与所得以外に営業、農業、不動産、

年金等の所得があった方
　　⑵　２ケ所以上から給与の支払いを受けて

いる方
　　⑶　前年中に退職した方や一定の所に勤務

していない方
3　上板町国民健康保険･後期高齢者医療保険
加入者

　　（前年中に所得がない場合でも申告が必要
です。）

4　住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄
附金控除等を受けようとする方

1　税務署より郵送された「確定申告のお知らせ」はがき（届いた方のみ）
2　収支計算に必要な書類、帳簿、記録簿、領収書
3　給与所得者、年金受給者については源泉徴収票（原本）
4　生命保険料、地震保険料等の支払証明書、社会保険料領収書、国
民年金保険料控除証明書

5　医療費控除を受けられる方は「医療費控除の明細書」と「保険な
どで補填される金額の明細書」

6　還付申告の場合は、本人名義の口座番号（銀行名・支店名・預金
種類・番号）

7　申告書には、マイナンバーの記載が必要です。
申告時に「番号確認」と「身元確認」を行いますので以下の書類をお
持ちください。
●　マイナンバーカードをお持ちの方は
　　マイナンバーカードの提示が必要です。
●　マイナンバーカードをお持ちでない方は

　
　【番号確認書類】と【身元確認書類】の提示が必要です。
※控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者についてもマイナンバー
の記載が必要です。
　（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者の本人確認書類は不要
です。）
※代理人が申告する場合
　申告者本人分の必要書類に加え､ 代理人の方の身分証明書の提示が
必要です。

【番号確認書類】
マイナンバーを確認できる
書類
⃝通知カード
⃝住民票の写し又は住民票
記載事項証明書
などのうちいずれか１つ

【身元確認書類】
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認
できる書類
⃝運転免許証　⃝公的医療保険の被保険者証
⃝パスポート　⃝身体障害者手帳
⃝在留カード
などのうちいずれか１つ

＋
※相談日は大変混雑しますので、医療費の領収

書や収支内訳書は必ず計算したものをご持参
ください。計算ができていなければ、会場に
てご自分で計算していただきます。

※令和元年分の確定申告受付から、申告書の提
出方法が、書面提出からデータ提出へと変更
になります。

　これに伴い、利用者識別番号をお持ちでない
方は、利用者識別番号の取得に時間をいただ
きますので、予めご了承ください。　

※例年申告会場は大変混雑しますので、電子申
告や郵送による申告などをご検討いただき、
ご理解ご協力をお願いします。

申告納税相談のご案内
（所得税・住民税・国保税等） 

申 告 が 必 要 な 方 申告納税相談に必要なもの

令和６年２月15日（木）～３月15日（金）
（土日祝日を除く）
午前９時〜午後４時30分
上板町農村環境改善センター　農事研修室

期間

時間
場所

申告相談日程表については、次号（2024．２月号）に掲載いたします。
なお、上板町ＨＰ「申告納税相談（所得税・住民税・国保税等）のご案内」においても掲載していますので、確認できます。

申告納税相談QR ➡
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優
秀
賞

　令和６年度に中央広域環境施設組合で会計年度任用職員として勤
務していただける方を募集します。
　選考試験の結果、適正であると認める方を採用します。
■募集職種　事務補助員、電気主任技術者
■勤 務 先　中央広域環境施設組合　中央広域環境センター
■応募資格　事 務 補 助 員：パソコンが使用できる方
　　　　　　電気主任技術者：第３種以上の電気主任技術者の免状

を有する方
　　　　　　改正雇用対策法に基づき年齢制限は設けていません。
■勤務時間　事 務 補 助 員：月曜日～金曜日のうち週35時間
　　　　　　電気主任技術者：月曜日～金曜日のうち週30時間
■報　　酬　事 務 補 助 員：日額6,972円～ 7,574円
　　　　　　電気主任技術者：月額220,412円
■諸 手 当　給与関係条例、規則等の定めるところにより、通勤手

当、賞与を支給します。
■加入保険　地方公務員共済組合保険、厚生年金保険、雇用保険、

労働者災害補償保険に加入します。
■募集人員　事務補助員1人、電気主任技術者1人
■応募方法　応募期間を厳守のうえ、下記の応募先まで必要書類を

ご持参ください。郵送提出不可。応募書類は返却いた
しません。

■応募書類　履歴書（市販の様式・写真必要）
　　　　　　電気主任技術者は免状の写し
■応募期間　令和６年１月15日（月）～令和６年１月26日（金）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分 ※土日を除く。
■試験日時　令和６年２月９日（金）
　　　　　　受付　午前８時30分　試験開始　午前９時
■試験会場　中央広域環境施設組合　中央広域環境センター
■試験方法　面接および書類により選考します。
【応募先・お問い合わせ先】
〒771－1402　徳島県阿波市吉野町西条字藤原70番地1
中央広域環境施設組合　総務局総務課
☎088－637－7127　FAX 088－637－7128

■受付期間
　令和６年２月１日（木）～
　令和６年３月29日（金）　必着
■有効期間
　令和６年４月１日～
　令和７年３月31日
　１年間（令和６年度）
■提出場所
　中央広域環境施設組合（郵送可）
■種　　類
　建設工事、測量・建設コンサルタン
ト関係、運輸関係（一般貨物運送業
許可業者）、物品の製造・買い入れ・
売り払い、役務の提供関係

○提出先
　〒771－1402
　阿波市吉野町西条字藤原70番地1
　中央広域環境施設組合

【お問い合わせ】
中央広域環境施設組合　総務局業務課
　☎　088－637－7127
FAX 088－637－7128
※申請書類等はホームページからダウ
ンロードしてください。

　URL https://ck-kankyou.org/

令和５年度『ごみに関する標語』募集結果

会計年度任用職員の募集

　当組合では、毎年度、ごみに関する学習の一環として、吉野川市、阿波市、板野町、上板町の組合管内の小学校４
年生の皆さんから「ごみに関する標語」の募集をしております。今年度は、山瀬小学校、一条小学校、板野東小学校、
東光小学校にお願いし、120名の児童の皆さんから応募があり、厳正な審査の結果、各校から１名の優秀賞を選定さ
せていただきました。なお、応募作品は当組合【中央広域環境センター１階ホール】に掲示しています。

「資源ごみ　一つ一つが　宝物」」
　　　　　　　山瀬小学校 ４年生　山岸　奏輔
「ごみひろい　まだ見ぬ所に　ごみがある」
　　　　　　　一条小学校 ４年生　富山　琉輝
「しげんごみ　新たなせい品　つくれるよ」
　　　　　　板野東小学校 ４年生　平野　心結
「ごみひろい　未来のために　リサイクル」
　　　　　　　東光小学校 ４年生　溝渕　　陸

やまぎし　　そうすけ

みぞぶち　　　　りく

ひら　の　　　み　ゆ

とみやま　　　る　き

指名願いの受付

令和４年度は、中央広域環境センターへ28,480.66tのごみが搬入されまし
た。この内訳は、可燃ごみが27,736.41t、小型複合ごみが415.41t、大型
複合（粗大）ごみが328.84tとなっており、前年度と比べて587.85t減となっ
ています。（下記参照）

　当環境センターでは、環境保全のために国の環境
基準より厳しい基準を設けて運転をしています。
そのために周辺の環境調査も行い、調査結果は、公
害防止審査委員会で審議され、周辺住民の方に公表
しております。また、組合のホームページでも公開
しております。
　調査内容は、大気（年４回）、水質・臭気（年２回）、
土壌・騒音・振動（年１回）の各項目と、当環境セ
ンターからの排出ガス（年４回）行っています。

　当環境センターは、ごみを有効な資源とエネルギーに活用することを目的に運営し
ています。令和４年度には、溶融スラグ（2,131t）、工業塩（488t）、濃縮塩水（416t）、
金属水酸化物（443t）、硫黄（13t）精製ガス（30,454千Ｎ㎥）を副産物として回収し、
リサイクルしました。
　精製ガスについては、ボイラーと発電機の燃料ガスとして利用し、発生した蒸気は、
施設内の塩製造設備等で利用しています。ガスエンジン発電機の発電量は8,914千
kwhで、昨年度は当環境センターの使用電力の約40.2％を賄いました。

【単位：ｔ】

7,663.17
210.34
126.62
8,000.13

6,341.66
139.44
191.29
6,672.39

3,071.55
44.13
7.89

3,123.57

2,115.47
21.50
3.04

2,140.01

吉野川市 阿波市 板野町 上板町

8,544.56
－
－

8,544.56

27,736.41
415.41
328.84

28,480.66

許可業者 搬入量計

スラグ
工業塩
塩水
金属水酸化物
硫黄

2,131t
488t
416t
443t
13t

屑スラグ
金属塊

12t
19t

その他処理

ガスエンジン発電機
　　8,914千Kwh
　　約40.2％を賄う

ガス焚きボイラー

蒸気
（熱）

電　気
13,265千Kwh

液化天然ガス
1,591t

精製
ガス

中央広域環境センター令和４年度には、
28,480.66tのごみ
が搬入されました 30,454千N㎥

※環境調査は業者により測定を行っています。上の左側の写真は水
　質調査で、右側の写真は臭気調査の測定を行っている状況です。

令和４年度
ごみ種類別搬入量

令和４年度
ごみ処理状況

環境調査

中 央 広 域 環 境 施 設 組 合
（中央広域環境センター）からのお知らせ
中 央 広 域 環 境 施 設 組 合
（中央広域環境センター）からのお知らせ

副産物の種類 活用されるもの
建設資材
塩ビ製品・融雪剤
非鉄金属原料
施設内設備のガス
エンジン発電機の
燃料
化学薬品

溶融スラグ
工 業 塩
金属水酸化物

精 製 ガ ス

濃 縮 塩 水

令和４年度
ごみ処理実績量

● お問い合わせ ●　　中央広域環境施設組合　中央広域環境センター
☎０８８－６３７－７１２７　FAX ０８８－６３７－７１２８　URL　https://ck-kankyou.org/

副産物搬出量

可燃ごみ
小型複合ごみ
大型複合（粗大）ごみ
搬入者別搬入量計

搬入者
ごみ種別
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優
秀
賞

　令和６年度に中央広域環境施設組合で会計年度任用職員として勤
務していただける方を募集します。
　選考試験の結果、適正であると認める方を採用します。
■募集職種　事務補助員、電気主任技術者
■勤 務 先　中央広域環境施設組合　中央広域環境センター
■応募資格　事 務 補 助 員：パソコンが使用できる方
　　　　　　電気主任技術者：第３種以上の電気主任技術者の免状

を有する方
　　　　　　改正雇用対策法に基づき年齢制限は設けていません。
■勤務時間　事 務 補 助 員：月曜日～金曜日のうち週35時間
　　　　　　電気主任技術者：月曜日～金曜日のうち週30時間
■報　　酬　事 務 補 助 員：日額6,972円～ 7,574円
　　　　　　電気主任技術者：月額220,412円
■諸 手 当　給与関係条例、規則等の定めるところにより、通勤手

当、賞与を支給します。
■加入保険　地方公務員共済組合保険、厚生年金保険、雇用保険、

労働者災害補償保険に加入します。
■募集人員　事務補助員1人、電気主任技術者1人
■応募方法　応募期間を厳守のうえ、下記の応募先まで必要書類を

ご持参ください。郵送提出不可。応募書類は返却いた
しません。

■応募書類　履歴書（市販の様式・写真必要）
　　　　　　電気主任技術者は免状の写し
■応募期間　令和６年１月15日（月）～令和６年１月26日（金）
　　　　　　午前８時30分～午後５時15分 ※土日を除く。
■試験日時　令和６年２月９日（金）
　　　　　　受付　午前８時30分　試験開始　午前９時
■試験会場　中央広域環境施設組合　中央広域環境センター
■試験方法　面接および書類により選考します。
【応募先・お問い合わせ先】
〒771－1402　徳島県阿波市吉野町西条字藤原70番地1
中央広域環境施設組合　総務局総務課
☎088－637－7127　FAX 088－637－7128

■受付期間
　令和６年２月１日（木）～
　令和６年３月29日（金）　必着
■有効期間
　令和６年４月１日～
　令和７年３月31日
　１年間（令和６年度）
■提出場所
　中央広域環境施設組合（郵送可）
■種　　類
　建設工事、測量・建設コンサルタン
ト関係、運輸関係（一般貨物運送業
許可業者）、物品の製造・買い入れ・
売り払い、役務の提供関係

○提出先
　〒771－1402
　阿波市吉野町西条字藤原70番地1
　中央広域環境施設組合

【お問い合わせ】
中央広域環境施設組合　総務局業務課
　☎　088－637－7127
FAX 088－637－7128
※申請書類等はホームページからダウ
ンロードしてください。
　URL https://ck-kankyou.org/

令和５年度『ごみに関する標語』募集結果

会計年度任用職員の募集

　当組合では、毎年度、ごみに関する学習の一環として、吉野川市、阿波市、板野町、上板町の組合管内の小学校４
年生の皆さんから「ごみに関する標語」の募集をしております。今年度は、山瀬小学校、一条小学校、板野東小学校、
東光小学校にお願いし、120名の児童の皆さんから応募があり、厳正な審査の結果、各校から１名の優秀賞を選定さ
せていただきました。なお、応募作品は当組合【中央広域環境センター１階ホール】に掲示しています。

「資源ごみ　一つ一つが　宝物」」
　　　　　　　山瀬小学校 ４年生　山岸　奏輔
「ごみひろい　まだ見ぬ所に　ごみがある」
　　　　　　　一条小学校 ４年生　富山　琉輝
「しげんごみ　新たなせい品　つくれるよ」
　　　　　　板野東小学校 ４年生　平野　心結
「ごみひろい　未来のために　リサイクル」
　　　　　　　東光小学校 ４年生　溝渕　　陸

やまぎし　　そうすけ

みぞぶち　　　　りく

ひら　の　　　み　ゆ

とみやま　　　る　き

指名願いの受付
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保健師からのお知らせです
INFORMATION

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

1 新型コロナワクチン接種について

　例年、12月頃からインフルエンザの流行シーズンを迎えます。
　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症予防のために、次のことを心がけましょう。

⃝手洗いを日常的に行いましょう。
⃝人混みはできるだけ避け、人混みに出るときはマスクをしましょう。
⃝十分に栄養と休養をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理を行いましょう。
⃝室内では加湿器などを使用し、乾燥を防ぎましょう。

3 インフルエンザと新型コロナウイルス予防について

項目 対象者 検診内容 自己負担金 定員

大 腸 が ん 検 診 40歳以上 便潜血検査２日法 500円

頸部超音波検査 20歳以上 超音波検査で頸部（頸動脈、甲状腺）をみます。 3,300円 24名

《検診日時》令和６年１月23日（火）　９時〜 10時（時間予約制）
《検診内容》

2 各種集団検診について

《受付場所》上板町保健相談センター　１階
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお申し込みください。
　　　　　　＊申し込まれた方には問診票、大腸容器等を送付します。

⑴　令和６年３月31日をもって、特例臨時接種が終了いたします。公費負担での接種を希望される
方は、３月末までに接種してください。

⑵　令和６年１月より、電話での予約方法が、板野郡コールセンターから下記に変更となります。

〈予約方法〉
　①　インターネットで予約をする。（24時間受付可能）
　　　右のQRコードを読み取るか上板町のホームページよりアクセスしてください。

　②　電話で予約をする。（板野郡コールセンターは終了し、下記になります。）

　
　③役場に来て予約をする。（代理入力）
　※上記の予約方法での予約が困難な方は、上板町保健相談センターで予約入力代行を行います。
　　対応時間：平日8：30～ 17：00
　※予約には「接種券が印字された予診票」に記載されている「接種券番号」が必要です。

上板町保健相談センター：☎０８８－６９４－３３４４
　　　　　　　受付時間：8：30 ～ 17：00（土日祝日を除く）

⬇⬇
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● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

　ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、１年を通して発生していますが、特に冬季
に多く、例年11月ごろから増加し、12月をピークとして、３月まで多く発生しています。

4 ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう

■感染経路
①食品からの感染（食中毒）
・ウイルスの蓄積した、加熱不十
分な二枚貝など
・感染した人が調理をして汚染さ
れた食品

②ヒトからの感染（感染症）
・感染している人のふん便やおう
吐物からの感染
・家庭や施設内等で飛まつ等によ
る感染

■潜伏期間と症状
〈 潜伏期間

（感染から発症までの期間）〉
　24～ 48時間

〈 主な症状 〉
・吐き気、おう吐、下痢、腹痛、
微熱が1～ 2日続く。感染して
も発症しない場合や軽い風邪の
ような症状の場合もある。
・子どもやお年寄りなどは、おう
吐物を吸い込むことによる肺炎
や窒息にも要注意。

■予防方法
①食品からの感染予防
・カキ等の二枚貝は、中心部まで
しっかり火を通して（中心温度
が85℃～ 90℃で90秒以上の
加熱）食べる。
・二枚貝の調理に使った食器類の
洗浄消毒を徹底する。
・手洗いを徹底する。

②人からの感染予防
・感染者のおう吐物やふん便は正
しく処理を行い、感染の広がり
を防ぐ。マスクや手袋等を着用
し、処理後は手を洗う。
・ノロウイルスには塩素消毒が有
効。

■正しい手洗いの手順

冬は特に
ご注意！
冬は特に
ご注意！
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担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698−1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692−5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672−1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和６年 １・２月分
〈1/1～2/10 まで〉

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

１
月

1 ㈪ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
2 ㈫ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
3 ㈬ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
4 ㈭ あ い ず み 皮 ふ 科 692−9211
5 ㈮ 奥 村 医 院 692−2403
6 ㈯ 大 久 保 内 科 692−1220
7 ㈰ 三 愛 内 科 672−0176
8 ㈪ 福 島 内 科 672−4970
9 ㈫ 山 田 眼 科 藍 住 692−8118

10 ㈬ 矢 野 医 院 692−4411
11 ㈭ 山 根 眼 科 692−8171
12 ㈮ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
13 ㈯ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
14 ㈰ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
15 ㈪ 富 本 小 児 科 内 科 692−7228
16 ㈫ 中 山 産 婦 人 科 ・ 小 児 科 692−0333
17 ㈬ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
18 ㈭ き は ら 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 693−0087
19 ㈮ こやま小児科内科クリニック 637−3211
20 ㈯ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
21 ㈰ 近 藤 内 科 医 院 672−5630

１
月

22 ㈪ 大 久 保 内 科 692−1220
23 ㈫ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
24 ㈬ 藍住たまき青空クリニック 678−7727
25 ㈭ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
26 ㈮ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
27 ㈯ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
28 ㈰ ファミリークリニックしんの 672−5148
29 ㈪ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103
30 ㈫ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
31 ㈬ 安 芸 内 科 692−6111

２
月

1 ㈭ 井 上 病 院 672−1185
2 ㈮ あ い ず み 松 本 眼 科 677−5568
3 ㈯ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
4 ㈰ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618
5 ㈪ 三 愛 内 科 672−0176
6 ㈫ 福 島 内 科 672−4970
7 ㈬ 新 野 医 院 672−0571
8 ㈭ 近 藤 内 科 医 院 672−5630
9 ㈮ ファミリークリニックしんの 672−5148

10 ㈯ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103

１月　保健行事予定表

○大腸がん検診・頸部超音波
検査は事前に申し込みが必
要です。電話での申し込み
もできます。
○申込先・お問い合わせ
　健康推進課
　（保健相談センター）
　☎０８８−６９４－３３４４

Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当
1/9 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談 保健師・管理栄養士
2/6 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談・健康教育 保健師・管理栄養士・理学療法士

Ⅲ　頸部超音波検査
月日 時　間 受付場所 内　容 対象者
1/23 9：00～10：00

（時間予約制） 保健相談センター 頸部超音波検査（エコー
検査）� 金額：3,300 円

20歳以上の住民の方
募集人数　24名

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

1/18 ※個別通知にて
　案内します。 保健相談センター 問診、身体測定、歯科診察、フッ素塗布、

歯科・育児・栄養・発達相談
令和３年５月1日～　
令和３年８月31日生　

１．２歳児歯科健康診査・フッ素塗布

Ⅱ　集団検診（40歳以上の方）
月日 受付時間 場　所 内　容 料　金
1/23 9：00～10：00

（時間予約制） 保健相談センター 大腸がん検診 大腸がん　500円

Ⅳ　乳幼児健康診査

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４
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各　種　相　談

　
「
成
年
後
見
制
度
」
と
は
、
本

人
の
判
断
能
力
が
不
十
分
な
場
合

に
、
本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
、

支
え
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
相
続
や
遺
言
の
ご
相
談

に
も
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
日
時

　
令
和
６
年
２
月
６
日（
火
）

　
午
後
１
時
～
３
時

　
※
偶
数
月
の
第
一
火
曜
日
に
無
料

相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館
（
上
板
町

役
場
２
階
）　
第
一
会
議
室

●
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年

後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
支
部
徳
島
県
行
政
書
士
会
内

　
☎
０
８
８（
６
７
９
）４
４
４
０

�

宅
配
業
者
の
「
不
在
通
知
」

を
装
っ
た
Ｓ
Ｍ
Ｓ
に
注
意
！

　
「
荷
物
の
お
届
け
に
あ
が
り
ま

し
た
が
不
在
の
た
め
持
ち
帰
り
ま

し
た
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。」
と

い
っ
た
宅
配
業
者
の
不
在
通
知
を

装
っ
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
に
関
す
る
相
談

が
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
従
来
の
「
不
審
な
ア
プ
リ
を
イ

ン
ス
ト
ー
ル
さ
せ
る
手
口
」「
個

人
情
報
な
ど
を
聞
き
出
す
フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
詐
欺
の
手
口
」「
Ｉ
Ｄ
や

パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
入
力
さ
せ
て

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
を
す
る
手

口
」
な
ど
年
末
年
始
に
か
け
て
宅

配
業
者
の
再
配
達
受
付
サ
イ
ト
を

装
っ
た
偽
サ
イ
ト
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

ア
ド
バ
イ
ス

●
不
在
通
知
の
シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル

が
届
い
て
も
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
タ
ッ
プ

し
て
偽
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
タ
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で

も
、
個
人
情
報
や
本
人
確
認
書

類
の
写
真
な
ど
を
送
信
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

●
不
安
に
思
う
こ
と
や
ト
ラ
ブ
ル

が
生
じ
た
場
合
は
左
記
の
相
談

窓
口
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
対
応
中
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
来
庁
前
に
お
電
話
に
て
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
６

　
秘
密
厳
守
・
相
談
無
料 

　
受
付　
平
日
９
時
～
12
時　
午

後
１
時
～
４
時
30
分
（
土・日・

祝
・
年
末
年
始
を
除
く
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

�

く
ら
し
の
保
険
相
談

　

馬
道
会
館
で
は
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
生
活

に
密
接
し
た
各
種
保
険
相
談
を
開

催
し
ま
す
。

　
疑
問
や
不
安
を
か
か
え
て
い
る

か
た
、
老
後
の
生
活
設
計
に
悩
ん

で
い
る
か
た
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

　
令
和
６
年
１
月
23
日（
火
）

　
午
後
１
時
30
分
か
ら

●
場
所

　
馬
道
会
館

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）４
８
６
８

　
上
板
町
西
分
字
原
渕
18

−

２

　
相
談
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

●
開
催
日
時

　
令
和
６
年
１
月
18
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓

発
推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
地
方

法
務
局
常
設
相
談
所
で
、
人
権
に

関
す
る
様
々
な
相
談
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

●
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８（
６
６
４
）３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

内　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

●
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６

　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日　
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

電
話
に
よ
る
相
談

⃝

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル�

　
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

⃝

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

⃝

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

一
日
行
政
相
談
所

開
設
予
定
日

　
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕

事
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の

相
談
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
関

係
行
政
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い

ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日

　
令
和
６
年
１
月
17
日（
水
）

●
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

●
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
総
務
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
１

�

人
権
相
談

　

 

上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り

委
嘱
を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
、

特
設
相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人

権
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た
り
、

法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を

守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令

和
６
年
１
月
は
次
の
と
お
り
予
定

し
て
い
ま
す
。

●
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）
第
１
会
議
室

年
金
／
健
康
保
険
／
失
業
保
険
／
労
災
保
険

交
通
事
故
／
生
命
保
険
／
住
宅
ロ
ー
ン

上
板
町
消
費
生
活

相
談
窓
口
か
ら
の

お
知
ら
せ

成
年
後
見・相
続・

遺
言
無
料
相
談
会

の
お
知
ら
せ
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お　知　ら　せ

　
20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
、「
国
民
年
金
加

入
の
お
知
ら
せ
」
や
納
付
書
等
に

よ
り
、
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ

と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」

●「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　
　
前
年
所
得
が
基
準
以
下
の
学

生
を
対
象
と
し
た
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

制
度
で
す
。

　
【
対
象
に
な
る
方
】

　
　
大
学（
大
学
院
）、
短
大
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専

修
学
校
、
※
各
種
学
校
に
在
籍

す
る
学
生
等
で
、
ご
本
人
の
前

年
所
得
が
基
準
以
下
の
方
で
す
。

　
※
学
校
教
育
法
で
規
定
さ
れ
て

い
る
修
業
年
限
が
１
年
以
上

の
課
程
に
在
学
し
て
い
る
方

●「
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」

　
　
収
入
の
減
少
や
失
業
等
に
よ

り
、
保
険
料
を「
免
除
」ま
た
は

「
猶
予
」す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
　
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と

き
は
、
未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず

必
ず「
学
生
納
付
特
例
」や「
免

除
・
納
付
猶
予
」
を
申
請
し
ま

し
ょ
う
！

●
お
問
い
合
わ
せ　

　
徳
島
北
年
金
事
務
所

　
☎
０
８
８（
６
５
５
）０
２
０
０

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

　
上
板
町
で
は
「
女
性
つ
な
が
り

サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、

生
理
用
品
の
提
供
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
本
事
業
は
「
つ
な
が
り
支
援
ピ

ア
サ
ポ
ー
ト
と
く
し
ま
」
と
し
て
、

徳
島
県
が
委
託
し
て
い
る
「
特
定

非
営
利
活
動
法
人 

Ｇ
Ｗ
Ｅ
Ｉ
」

と
連
携
し
実
施
す
る
も
の
で
す
。

●
提
供
窓
口

　
住
民
人
権
課

●
提
供
の
条
件

　
・
女
性
１
人
に
つ
き
１
パ
ッ
ク

　
　
（
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な

り
ま
す
）

　
・
男
性
の
方
に
は
お
渡
し
で
き

ま
せ
ん

●
提
供
方
法

　
　
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
配
布
し

て
い
る
カ
ー
ド
等
を
ご
提
示
い

た
だ
く
か
、
提
供
窓
口
に
設
置

し
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
指

さ
し
て
合
図
を
し
て
い
た
だ
く

だ
け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
　
可
能
な
限
り
女
性
職
員
か
ら

お
渡
し
し
ま
す
（
書
類
申
請
等

は
不
要
で
す
。
名
前
、
住
所
等

の
個
人
の
特
定
は
行
い
ま
せ

ん
）。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

生
理
用
品
の
提
供

今
月
の
納
付
期
限

に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す

※
口
座
振
替
の
方
は
、
１
月
31
日

に
引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の

で
、
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に

異
動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自

動
的
に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

　
口
座
振
替
の
手
続
き

　
納
付
書
と
通
帳
と
通
帳
届
出
印

を
持
参
し
、
上
板
町
内
取
扱
金

融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

　
取
扱
金
融
機
関

　
阿
波
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、

　
板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

納期は次のとおりになっています。
納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。

町・県民税 国民健康
保険税 後期高齢者医療保険料

１月31日
（４期）

１月31日
（７期）

１月31日
（６期）

上板町役場　税務課
☎088−694−6807

上板町役場　健康推進課
☎088－694－6810

20
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金

　
上
板
町
子
ど
も
・
若
者
相
談
支

援
室
『
あ
い
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
を
お
持
ち
の
子
ど
も
・
若
者

（
概
ね
39
歳
ま
で
）
と
そ
の
保
護

者
の
方
な
ど
が
ご
相
談
い
た
だ
け

る
場
所
で
す
。

　
ど
ん
な
悩
み
も
じ
っ
く
り
お
聞

き
し
、
一
緒
に
解
決
方
法
を
探
し

ま
す
。

　
ひ
と
り
で
（
家
庭
内
で
）
抱
え

込
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

『
あ
い
』
の
ご
利
用
案
内

●
場
所

　
上
板
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階

　
上
板
町
役
場
よ
り
西
へ
３
０
０

メ
ー
ト
ル　
上
板
町
商
工
会
西
隣

●
受
付
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日

　
９
時
～
17
時
（
土
日
祝
休
み
）

　
※
平
日
の
利
用
が
難
し
い
方
に

は
毎
月
第
４
土
曜
日　
19
時

〜
21
時
（
要
予
約
）
で
相
談

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

●
電
話
番
号

　
☎
０
８
８（
６
３
７
）６
０
０
６

☆
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。
匿
名
で
も
大
丈
夫

で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
悩
ま
ず

『
あ
い
』
に
相
談

し
て
み
ま
せ
ん
か

＊
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
＊

●
仕
事
が
長
続
き
し
な
い

●
働
き
た
い
け
ど
仕
事
が
見
つ
か

ら
な
い

●
社
会
に
出
る
の
が
怖
い

●
収
入
が
不
安
定
で
、
家
計
の
や

り
く
り
が
難
し
い　
な
ど

　
生
活
に
不
安
を
抱
え
ひ
と
り
で

悩
ん
で
い
る
方
、
ま
ず
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
一
人
ひ
と
り
の
状
況

に
合
わ
せ
て
自
立
に
向
け
た
支
援

プ
ラ
ン
を
立
て
、
他
の
専
門
機
関

と
連
携
し
て
解
決
に
向
け
た
支
援

を
行
い
ま
す
。
ご
家
族
や
ま
わ
り

の
方
か
ら
の
ご
相
談
も
受
付
け
て

お
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
上
板　

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
１
５
５

●
場
所

　
上
板
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
上
板
町
西
分
字
橋
西
１

−

11
）

●
時
間

　
８
時
30
分
～
17
時
（
土
・
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
※
要
予
約

ひ
と
り
で
抱
え
こ

ま
ず
に
ま
ず
は
ご

相
談
く
だ
さ
い

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
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お　知　ら　せ

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
や
そ
の
扶
養
者
に
、

確
定
申
告
・
住
民
税
の
申
告
の
際

に
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
ま
す
。

　
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
ら

れ
る
の
は
、
要
介
護
認
定
者
本
人

ま
た
は
、
要
介
護
認
定
者
を
扶
養

し
て
い
る
方
で
す
。

1　
認
定
及
び
交
付
対
象
者

　
⑴
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
、

65
歳
以
上
で
上
板
町
の
要
介

護
認
定
を
う
け
て
い
る
方

　
　
（
要
支
援
１
、２
の
方
は
該
当

し
ま
せ
ん
。）

　
⑵
要
介
護
認
定
審
査
時
の
「
主

治
医
意
見
書
」
ま
た
は
「
認

定
調
査
票
」
の
「
認
知
症
・

障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」
欄
に
一
定
以
上
の
記

載
が
あ
る
こ
と

　
　
（
要
介
護
１
以
上
で
あ
っ
て

も
交
付
対
象
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

2　
認
定
書
申
請
手
続
き

　
　
本
人
ま
た
は
親
族
が
「
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
」

を
健
康
推
進
課
ま
で
提
出
し
て

下
さ
い
。

　
（
申
請
書
は
上
板
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
健
康
推
進
課
に

あ
り
ま
す
。）

3　
申
請
手
続
に
必
要
な
物　

　
⑴
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険

者
証

　
⑵
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
（
親
族
申
請
の
場
合
）

4　
申
請
の
必
要
が
な
い
場
合

　
⑴
す
で
に
同
程
度
の
障
害
区
分

に
該
当
す
る
障
害
者
手
帳
等

を
お
持
ち
の
場
合

　
　
（
手
帳
で
障
害
者
控
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。）

　
⑵
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
所
得

税
・
住
民
税
の
い
ず
れ
も
非

課
税
の
場
合

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
０ 

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
の

交
付
に
つ
い
て

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
の
方
へ

 
こ
れ
か
ら
は
、
寒
さ
が
一
層
厳
し
く
な

り
、
給
水
栓
及
び
立
ち
上
が
り
管
は
、
凍

結
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
凍
結
管
に
熱
湯
を
か
け
て
溶
か
そ
う
と

す
る
と
、
水
道
管
が
急
激
な
温
度
変
化
に

よ
り
破
損
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

夜
間
の
内
に
防
寒
布
等
で
保
護
し
、
水
道

事
故
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

凍
結
防
止
に
つ
い
て

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
水
道
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
７

保温材

ビニール
テープ

保温材でする方法

毛布でする方法

毛布

保温材（保温カバー）

ひも
ビニールテープ

ビニールテープ

毛布でする方法

さらにダンボールケ
ースなどをつくり、
スッポリとかぶせる
と効果があります。

毛布
ひも

ビニールテープ

ビニールテープ

タオルでおおって
ビニール袋を
かぶせる

さらにダンボールケ
ースなどをつくり、
スッポリとかぶせる
と効果があります。

タオルでおおって
ビニール袋をかぶせる

熱湯は
ダメ！！

　
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
場
合
は

飼
育
届
が
必
要
で
す
。

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
場
合

蜂の種類 飼い方

巣箱を移動させる（転飼）

巣箱を移動させない（定飼） 飼育届

日本
ミツバチ

提出書類

飼育届
転飼許可申請書
土地使用承諾書
　　　附近の詳細な見取り図

飼育届
土地使用承諾書
　　　附近の詳細な見取り図

西洋
ミツバチ

日本
ミツバチ

ミツバチは業を営む方だけでなく趣味で飼育する場合でも飼育届の提出が必要です。
飼育者は毎年１月中に上板町役場 産業課へ飼育届を提出してください。
※花粉交配期間のみ飼育する場合は届出不要です。
※設置する場所が他人の所有地である場合は、土地使用承諾書の提出が必要です。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場 

産
業
課　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
６
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Ａ　官公署が発行した顔写真つきのもの
　 ● 運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・住基カード（顔写真あり）
　 ● 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳　等
Ｂ　「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたもの
　 ● 健康保険証（後期高齢者医療被保険者証含む）・介護保険証・年金
手帳・年金証書

　 ● 医療受給資格者証・学生証・社員証・住基カード（顔写真なし）

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番
号の設定が不要な『顔認証マイナンバーカード』が始まりました。
顔認証マイナンバーカードにするためには手続きが必要です。詳
しいことは下記までお問い合わせください。

●　お問い合わせ　●
上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

カードはご自宅での郵送受取が可能です。
●日時　1/27（土）・1/28（日）10時～ 15時
●場所　ザ・ビッグ上板店
●持ってきてもらう物
・ご自宅に届いたマイナンバーカード交付申請書（QRコード付）
・通知カードまたは個人番号通知書（お持ちの方のみ）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・本人確認書類
　ＡまたはＢで、下記①～④いずれかの組み合わせ

『顔認証マイナンバーカード』が始まりました！

① 通知カードまたは個人番号通知書＋本人確認書類Ａ１点
② 通知カードまたは個人番号通知書＋本人確認書類Ｂ２点
③ 本人確認書類Ａ２点　　④ 本人確認書類Ａ１点＋Ｂ１点

マイナンバーカードの出張
申請受付をザ・ビッグ上板店
で開催します！

フードドライブ活動に御協力をお願いします。

食べ物の支援を必要とする人たちへ届けよう

上板町はエシカル消費を推進しています

★取り組み時期について ★持ちより場所

受付日　令和６年１月15日（月）～26日（金）
時　間　午前９時～午後４時

  ・上板町農村環境改善センター窓口（専用の箱を用意しています）
  ・上板町社会福祉協議会窓口（専用の箱を用意しています）

いただきたい食品 受付できない食品
　・賞味期限が１ヶ月を切っているもの
　・開いているもの
　・生鮮食品（野菜・魚など）
　・アルコール類は受付しません。

集める 届ける

★届けるところ ・フードバンクとくしま及び福祉施設や上板なかよし子ども食堂などに提供されます。

あまっている食品を提供してくださいあまっている食品を提供してください

☆賞味期限が１ヶ月以上残っているもの ※期限が記されているもの
☆常温で保存できるもの
・お米、めん類、小麦粉など　・調味料（みそ、しょうゆ、マヨネーズ）
・保存食品（かんづめ、おもち　など）　・おかし類　・インスタント食品
・レトルト食品　・のり　・お茶づけ　・ふりかけ　・お茶
・コーヒー　・こう茶

もったいないを
ありがとうに♥

もったいない ありがとう

● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎088－694－6806　上板町社会福祉協議会　☎088－694－6155
提供された食品を受け取りたい方は社会福祉協議会にお問い合わせください。

お　知　ら　せ

　
令
和
５
年
11
月
19
日（
日
）に
東
光
小
学
校
体
育
館
を
会
場

に
上
板
町
自
主
防
災
組
織
連
絡
協
議
会
が
主
体
と
な
り
、「
避

難
所
運
営
訓
練
」を
実
施
し
ま
し
た
。

　

上
板
町
防
災
士
会
ご
協
力
の
も

と
、
避
難
所
生
活
で
の
知
識
や
ス

キ
ル
を
身
に
着
け
ま
し
た
。
ま
た
、

受
付
や
設
営
、
物
資
の
配
布
な
ど

は
参
加
者
自
身
も
運
営
側
と
な
り
、

住
民
皆
様
が
主
体
と
な
っ
た
訓
練

を
行
い
ま
し
た
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
２
４

防
災
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　
「
さ
く
ら
親
の
会
」は
、様
々
な

障
が
い
や
発
達
の
課
題
が
あ
る
上

板
町
内
の
方
た
ち
の
家
族
会
で
す
。

　
会
の
活
動
を
と
お
し
て
家
族
が

互
い
に
親
睦
を
深
め
、
喜
び
や
悩

み
を
分
か
ち
合
い
、
学
び
合
い
な

が
ら
安
心
し
て
過
ご
せ
る
地
域
を

築
い
て
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。

活
動
内
容

●
定
例
会
の
開
催
（
親
同
士
の
情

報
交
換
・
親
睦
を
図
る
）

　
定
例
会
は
次
の
と
お
り
開
催
し

て
い
ま
す
。

　
【
日
時
】

　
毎
月
第
３
金
曜
日

　
午
後
７
時
30
分
か
ら
９
時
ま
で

　【
場
所
】

　
あ
お
ば
の
郷　
レ
イ
ン
ボ
ー
ハ
ウ
ス

　
（
上
板
町
七
條
字
立
石
１
番
１
）

　
※
会
場
・
日
時
は
変
更
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
研
修
会
の
開
催
と
参
加

　
視
察
研
修
や
学
習
会
を
開
催

　
県
や
町
の
開
催
す
る
研
修
会
に

参
加

●
親
相
談

　
子
ど
も
の
成
長
発
達
や
子
育
て

に
悩
む
親
の
相
談

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
健
康
推
進
課

　
（
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
）保
健
師

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）３
３
４
４

「
さ
く
ら
親
の
会
」

の
活
動
を
紹
介
し

ま
す
。

　
保
育
施
設
な
ど
で
必
要
と
な
る

知
識
や
保
育
技
術
の
研
修
を
行
い
、

保
育
の
仕
事
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を

応
援
し
ま
す
。(

参
加
費
無
料)

●
と
き・と
こ
ろ（
複
数
日
選
択
可
）

　
第
１
回　
２
月
10
日(

土)

　
　
　
　
　
四
国
大
学

　
第
２
回　
２
月
17
日(

土)

　
　
　
　
　
徳
島
文
理
大
学

●
時
間

　
各
回
９
時
50
分
～
15
時　

●
対
象
者

　
保
育
資
格
が
あ
る
な
し
に
関
わ

ら
ず
、
保
育
の
仕
事
に
興
味
が

あ
る
方
（
小
学
生
～
一
般
）

●
申
込
方
法

　
電
話・メ
ー
ル・ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
申
込
フ
ォ
ー
ム（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

　
※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
中

　
　

https://hoikujira.jp/

●
お
問
い
合
わ
せ

　
《
徳
島
県
委
託
機
関
》

　
徳
島
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援

セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
ア

イ
ネ
ッ
ト

　
☎
０
８
８（
６
２
５
）２
０
４
０

　
℻
０
８
８（
６
５
６
）１
１
７
３

２
０
２
３
年
度

保
育
魅
力
ア
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー

　
令
和
５
年
12
月
14
日

（
木
）、
ザ
・
ビ
ッ
グ
上

板
店
で
上
板
町
防
犯
推

進
委
員
協
議
会
、
徳
島

板
野
警
察
署
合
同
で
来

客
者
に
防
犯
グ
ッ
ズ
の

配
布
と
振
り
込
め
詐
欺
、

特
殊
詐
欺
の
啓
発
を
呼

び
か
け
ま
し
た
。

⬆ 二次元
　 コード

振
り
込
め
詐
欺
に
は

ご
注
意
を
‼

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
企
画
防
災
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
２
４
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フードドライブ活動に御協力をお願いします。

食べ物の支援を必要とする人たちへ届けよう

上板町はエシカル消費を推進しています

★取り組み時期について ★持ちより場所

受付日　令和６年１月15日（月）～26日（金）
時　間　午前９時～午後４時

  ・上板町農村環境改善センター窓口（専用の箱を用意しています）
  ・上板町社会福祉協議会窓口（専用の箱を用意しています）

いただきたい食品 受付できない食品
　・賞味期限が１ヶ月を切っているもの
　・開いているもの
　・生鮮食品（野菜・魚など）
　・アルコール類は受付しません。

集める 届ける

★届けるところ ・フードバンクとくしま及び福祉施設や上板なかよし子ども食堂などに提供されます。

あまっている食品を提供してくださいあまっている食品を提供してください

☆賞味期限が１ヶ月以上残っているもの ※期限が記されているもの
☆常温で保存できるもの
・お米、めん類、小麦粉など　・調味料（みそ、しょうゆ、マヨネーズ）
・保存食品（かんづめ、おもち　など）　・おかし類　・インスタント食品
・レトルト食品　・のり　・お茶づけ　・ふりかけ　・お茶
・コーヒー　・こう茶

もったいないを
ありがとうに♥

もったいない ありがとう

● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎088－694－6806　上板町社会福祉協議会　☎088－694－6155
提供された食品を受け取りたい方は社会福祉協議会にお問い合わせください。

関
係
者
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
、

多
数
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、

盛
況
の
う
ち
に
終
了
で
き
ま
し
た

こ
と
を
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
教
育
委
員
会

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
４

　
令
和
５
年
11
月
25
日（
土
）・
26

日（
日
）の
２
日
間
、
上
板
町
文
化

祭
が
４
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

芸
能
大
会
・
展
示
・
う
ど
ん
、

赤
飯
の
販
売
や
バ
ザ
ー
・
ラ
ム
ネ

早
飲
み
大
会
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

令
和
５
年
度
上
板
町
文
化
祭

●
お
問
い
合
わ
せ

　
マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま

　
（
と
く
し
ま
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
０
８
８（
６
５
６
）１
０
０
２ 

　
令
和
６
年
２
月
25
日（
日
）に
上

板
町
技
の
館
で
婚
活
イ
ベ
ン
ト
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

　
当
日
は
藍
染
め
体
験
や
美
味
し

い
ス
イ
ー
ツ
を
食
べ
な
が
ら
の

テ
ィ
ー
タ
イ
ム
等
、
充
実
し
た
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

は
マ
リ
ッ
サ
と
く
し
ま
（
と
く
し

ま
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
場
合
は

事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

素
敵
な
出
会
い
を
お
探
し
の
方
へ
。
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● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

　令和６年１月号から３回にわたって学校給食について、少し紹介していきます。
　１月号では「学校給食センターの一日」と題して学校給食ができるまでを写真で紹介します。
２月号は、学校給食にかかるお金の話を「学校給食の家計簿」として掲載予定、３月号は学校
給食センターで行っている地産地消やフードロスへの取組みを紹介する予定です。

学 校給食通信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）学 校 給 食 通 信（ミニ）

　清潔な白衣を着て、粘着ク
リーナーでほこりや髪の毛な
どを取り除きます。

身
支
度

　念入りに手洗いを行ったあと、
エアシャワーを通って調理場に入
ります。

手
洗
い

　専用の受け入れ口から原材料ごとに数量・生産地・品質・鮮度・
品温・異物の混入・賞味期限等について十分に点検を行い、保管
しています。肉、魚も見て、触って骨など異物がないか調理員さん
が確認しています。

食
材
チ
ェ
ッ
ク（
納
品・目
視
）

　葉物野菜は１枚１枚はがしてから、ほかの野菜もいたんでいた
り虫がついていないか、丁寧に３回洗ってチェックしています。
チェックが終わったら、機械や手で食材を切っていきます。

下
処
理
・
洗
浄
・
切
る

　洗浄室では、学校ごとに食べ残した給食の重さを計ってから、
食器、食缶、お箸やスプーンなどをきれいに洗っていきます。洗
い終わったら、クラスごとに数を数えてから食器カゴへ入れてい
きます。最後にコンテナにカゴを入れて、食器保管庫というとこ
ろで、１時間30分、90度で殺菌と乾燥をしています。

洗
浄
・
殺
菌
・
乾
燥

配
膳

　できあがった給食はクラスご
とに重さを量ってから配缶しま
す。フライや焼き物は数を数え
てから食缶に並べていきます。

配
缶

　回転釡ではみそ汁やカレー、煮物などを作っています。茹でたり、炒め
たり、味付けをするために食材を混ぜ合わせています。ちゃんと食材に
火がとおっているか、温度計で確認しています。ほかにもフライヤーやス
チームコンベクションオーブン、炊飯釡などを使って調理をしています。

調
理

配送 回収

～学校給食センターの一日～～学校給食センターの一日～

学校給食センター

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和５年11月）

● お問い合わせ ●　とくしまノルディックウォーク協会
　　　　　　　　　☎０９０－３７８２－４３２５

コ ー ス　松島神社→岡田製糖→泉谷方面→
　　　　　上板町役場駐車場
開 催 日　令和６年１月28日（日）　9：15～12：40
集合場所　上板町役場駐車場
参加費用　500円（中学生以下無料）
　　　　　（歴史資料館　入館料110円実費）

ノルディック・
上板町きらり・ウォーク

藏　本　幹　太 実　幸 一縁
ひより

女の子（椎本）　

大　串　浩　太 仁　美 乙華
おとか

女の子（瀬部）　
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■
発
行
と
編
集
／
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
役
場
　
上
板
町
広
報
編
集
委
員
会
　
☎
088 −

694 −
6824 　

令
和
６
年
１
月
１
日
発
行

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
す
。


